
転院搬送フローチャート 

 

※１＜転院搬送の要件＞ 

⑴ 緊急に処置が必要であること。 

⑵ 高度医療が必要な傷病者、専門的医療が必要な傷病者、要請元医療機関での治療が困難な傷病

者であること。 
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※１ 転院搬送とは傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送することであり、入院患者、外来患 

者等は問いません。 

※２ 転院搬送の要件を満たさないベッド満床、かかりつけ医への転院、家族の希望等は救急業務 

としての転院搬送に該当しません。 

※３ 同乗 YESの場合は、傷病者の処置や管理ができる医師又は看護師が同乗してください。 

※４ 患者等搬送事業者については参考資料参照。 

※２ 要請元医療機関の医師の 

判断として上記⑴⑵をと

もに満たしますか。 

満たしますか。 

※４ 患者等搬送事業者、タクシー、

自家用車等をご利用ください。 

搬送先の医療機関を決定し、 

受け入れの了解を得た後、 

消防に通報してください。 

 

 

       

 

 

 

 

 

転院搬送引継（同乗記録）書を

作成してください。 

 

 

 

 

 
※３ 医師又は看護師が同乗し 

ますか。 

 

 

 

 

 

YES 

YES 

医師又は看護師が同乗し転院

搬送引継（同乗記録）書を救急

隊に渡してください。 

 

 

 

 

 

YES 

YES 

搬  送  開  始 

ますか。 

 

 

 

 

転院搬送引継（同乗記録）書を救急隊に渡し、

必要な引継ぎをしてください。 

 

 

 

 

NO 


